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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分析試料を霧化するネブライザー、霧化した分析試料を粒径により選別するスプレーチ
ャンバー、及び、スプレーチャンバーからプラズマトーチまで分析試料をオンライン移送
する試料移送経路からなる試料別移送手段と、
　オンライン移送した分析試料をプラズマ炎中に送り込むプラズマトーチ、及び、誘導結
合プラズマ若しくはマイクロ波プラズマを利用した分析装置からなる共通分析手段と、を
備えた分析システムであって、
　２以上の試料別移送手段を備えるとともに、試料別移送手段の各試料移送経路が、共通
分析手段のプラズマトーチと接続しており、
　各試料移送経路には、スプレーチャンバーからプラズマトーチまで分析試料を移送する
メイン流路と、メイン流路にメイクアップガスを供給するメイクアップガス供給路と、メ
イクアップガス供給路とスプレーチャンバーとの間に設けられ、メイクアップガス及び／
又は分析試料をメイン流路から排出するドレイン流路と、を有し、
　メイン流路は、分析試料の移送経路にポンプ及び弁を有しない構成となっており、
　プラズマトーチは、霧化した分析試料を導入する試料導入管を有し、
　ドレイン流路の内径（Ｄｄ）は、プラズマトーチの試料導入管のプラズマ導入側付近の
内径（Ｄｔ）と同じ（Ｄｄ＝Ｄｔ）、又は、Ｄｔよりも大きい（Ｄｄ＞Ｄｔ）ことを特徴
とする分析システム。
【請求項２】
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　１以上の試料移送経路のドレイン流路は、流路空間を縮小する絞り部を有する請求項１
に記載された分析システム。
【請求項３】
　試料別移送手段は脱溶媒装置を備え、スプレーチャンバーは脱溶媒装置内に配置される
請求項１又は請求項２に記載された分析システム。
【請求項４】
　ネブライザーによる霧化前の分析試料に、標準試料を添加する標準試料添加装置を有す
る請求項１～請求項３のいずれかに記載された分析システム。
【請求項５】
　分析試料をネブライザーで霧化し、霧化した分析試料をスプレーチャンバーで粒径によ
り選別した後、スプレーチャンバーからプラズマトーチまで試料移送経路により分析試料
をオンライン移送する試料別移送段階と、
　オンライン移送した分析試料をプラズマトーチによりプラズマ炎中に送り込み、前記分
析試料を分析装置により誘導結合プラズマ分析又はマイクロ波プラズマ分析する共通分析
段階と、からなる分析方法であって、
　試料別移送段階では、２以上の試料移送経路より、それぞれ分析試料をオンライン移送
した後、いずれか１の分析試料をプラズマトーチに送液し、各分析試料を交互に共通分析
段階に供するものであり、
　オンライン移送は、スプレーチャンバーからプラズマトーチまで、メイン流路により分
析試料を移送するものであり、メイン流路に対し、メイクアップガス供給路を通じてメイ
クアップガスを供給するとともに、ドレイン流路よりメイクアップガス及び／又は分析試
料を排出し、
　共通分析段階を実行中の分析試料の試料移送経路をアクション経路、共通分析段階を実
行していない分析試料の試料移送経路をスタンバイ経路とした場合において、スタンバイ
経路には、メイクアップガス供給路とプラズマトーチ側の経路端部との間に、メイクアッ
プガスのみ供給されるようにすることを特徴とする分析方法。
【請求項６】
　標準添加法により、霧化前の分析試料に標準試料を添加する請求項５に記載された分析
方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２以上の分析試料をオンライン移送し、１台の分析装置で分析するためのシ
ステムに関する。特に、本発明は、誘導結合プラズマ又はマイクロ波プラズマによる分析
に好適なシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　半導体製造工程における各種処理液、化学薬品等の工場における品質管理や排液管理で
は、溶液中の微量金属の濃度等を分析したいニーズがある。また、河川の水質管理、土壌
汚染等の環境分析でも、微量元素の分析が必要とされている。かかる微量元素の分析では
、分析装置として誘導結合プラズマ質量分析装置又は誘導結合プラズマ発光分光分析装置
といった誘導結合プラズマ（ＩＣＰ）を利用した分析装置（以下、場合によりＩＣＰ分析
装置と表記する。）や、マイクロ波プラズマ（ＭＰ）を利用した分析装置（以下、ＭＰ分
析装置と表記する。）が用いられている。これらＩＣＰ分析装置やＭＰ分析装置は、研究
所や実験室等の分析施設に設置されることが多く、工場等の現場で採取した分析試料を、
研究所等に持ち込んで微量元素等を分析することが一般的である。
【０００３】
　このようにＩＣＰ分析装置等による元素分析は、現場では直接行われないことが通常で
あり、分析試料の持ち込みに人手を介するため、分析結果が得られるまでにタイムラグを
生じる。このため、分析結果から異常が検出された場合であっても、製造ライン等への現
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場対応が遅れ、その間に不良品が製造されるなど、不具合の発生を完全には排除できない
問題がある。また、分析試料の採取を人手により行うため、分析可能な頻度に限界がある
上、製造ラインで用いられる、酸、アルカリ、有機溶媒等の種類によっては、作業者の安
全性にも問題を生じ得る。
【０００４】
　かかる背景の下、現場からＩＣＰ分析装置やＭＰ分析装置まで、分析試料をオンライン
移送可能にする分析システムが望まれる。この点、装置の種類がＩＣＰ分析装置等とは異
なるが、特許文献１に、液体クロマトグラフ分析装置について、製造工程中の試料溶液を
定期的に又は連続的にサンプリングするオンライン移送手段が提案されている。このシス
テムは、流路切換バルブの設置により、大掛かりな駆動機構を省略可能としたものである
。
【０００５】
　このように分析試料をオンライン移送するシステムでは、分析試料をサンプリングする
現場１箇所につき、１台の分析装置を設けることが理想的である。しかしながら、ＩＣＰ
分析装置やＭＰ分析装置は、１箇所の施設に設置可能な台数に限界があり、分析装置をサ
ンプリング現場の数と同じ台数導入することは困難である。これは、ＩＣＰ分析装置等が
比較的大型の精密機器であり、設置スペースや空調環境等が制限され、設置可能な場所が
限定的であること、また装置価格も高額なことによる。以上の事情から、ＩＣＰ分析装置
又はＭＰ分析装置を用いる分析システムでは、複数の現場からサンプリングした分析試料
を、１台又は少数台のＩＣＰ分析装置等で分析できる構成にすることが望まれる。
【０００６】
　ここで、ＩＣＰ分析装置等による分析システムは一般に、図１のように、ネブライザー
Ｎで液体状態の試料溶液Ｓを霧化した後、スプレーチャンバーＣ内で粒径の大きな霧をト
ラップして、粒径の小さい（平均粒径約５μｍ位）霧状の分析試料のみをプラズマトーチ
Ｐへと導入した後、質量分析又は分光分析に供されるものである。かかる分析システムに
おいて、複数の現場から採取した、種類の異なる試料を分析する場合、最も簡単には、ネ
ブライザーに供給する試料溶液を随時交換すること（供給用チューブを差し替える等）が
考えられる。しかしながら、この場合、１つの試料溶液が分析された後、別の試料溶液に
切り替える前に、ネブライザー、スプレーチャンバー等の内部を十分に洗浄することが必
須になる。スプレーチャンバー等の内部で、異なる分析試料同士が混合すると、正確な分
析結果が得られない。また、試料同士の液性が異なる場合は、析出物を生じやすくなる（
例えば、酸性溶液とアルカリ性溶液が混合した場合には塩を析出する）。
【０００７】
　上記したスプレーチャンバー内の洗浄に対し、特許文献２には、試料溶液用の導入部と
洗浄液用の導入部とを、１つのスプレーチャンバーに接続した分析システムが開示されて
いる。かかるシステムでは、二つの液導入部を設けたことにより、２種以上の分析試料を
分析する際における、スプレーチャンバー内の洗浄時間を低減できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特許第３８１５３２２号明細書
【特許文献２】特開２００４－２８６６０４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記従来技術に関し、特許文献１のシステムは六方バルブ(弁)、特許文献２のシステム
は、ペリスタポンプを適用している。このように、従来のシステムは、分析試料の供給経
路において、複数流路の切換えや試料のスムーズな導入のための「ポンプ」や「弁」が用
いられている。しかしながら、これらポンプや弁は、分析試料の滞留しやすいデッドボリ
ューム部分がある点が問題となる。複数の分析試料を分析する場合、デッドボリューム内
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部に分析試料が残存すると、次に測定する分析試料に、先に測定した分析試料が微量に混
入して検出値に干渉し、分析結果に誤差を与えやすい。このような現象は、「メモリー効
果」といわれる。このメモリー効果は、ＩＣＰ分析装置やＭＰ分析装置のようにｐｐｔレ
ベルの微量試料を分析する場合、微量の試料混入によっても測定結果に大きく影響しやす
いため、特に問題となる。また、濃度が高い（高マトリックスの）試料を測定した後、濃
度の低い試料を分析する場合も、メモリー効果を生じた場合、測定結果の誤差が生じやす
い。尚、以上のメモリー効果は、ポンプや弁の他にも、分析試料の流路においてデッドボ
リューム部分を有する各種部品を備える場合に生じ得る。
【００１０】
　また、特許文献１のシステムでは、「液体状態」の分析試料をオンライン移送するため
、移送中の配管に分析試料が接触して試料損失や汚染を生じるリスクがある。具体的には
、試料損失は、解離定数の高い溶液中で金属はイオン状態になりにくく、移送する配管の
内壁の細孔に当該元素が吸着されることで生じる。特に分析試料がアルカリ溶液である場
合、このような金属元素の吸着が起こりやすい。また、分析試料の配管が樹脂製の場合に
は、分析試料中の微粒子（測定対象物）が、配管表面の細孔内に取り込まれることで、損
失を生じることもある。さらに、以上とは逆に、接触した配管内壁から、配管の構成材料
や配管内壁の不着物に由来して、意図しない金属元素や有機成分等が分析試料に混入する
ことで、汚染を生じる場合がある。
【００１１】
　ここで、ＩＣＰ分析やＭＰ分析において、複数現場からの分析試料を少数台の分析装置
で分析する場合、現場と分析装置とが離れており移送距離が長くなることもある。このよ
うな場合、液体状態の分析試料の移送では、長距離の移送において、上記した分析試料の
損失や汚染を生じるリスクがある上、圧力損失等により移送可能な流速にも限界がある。
分析試料の流速は、試料移送管の内径を小さくすることにより、ある程度高められるもの
の、この場合、圧力損失が大きくなり、高圧ポンプの必要が生じる。高圧ポンプの利用は
、分析試料汚染の要因ともなるため、ＩＣＰ分析やＭＰ分析装置のような微量元素分析に
は好適でない。
【００１２】
　また、特許文献２のシステムでは、スプレーチャンバーの洗浄時間を短縮できるものの
、洗浄工程自体は省略できないため、複数の現場から、異なる種類の分析試料を移送して
分析する場合、分析試料の種類の切り替えを即座に行うことができない。
【００１３】
　そこで本発明は、分析装置と離れた場所の分析試料もオンライン移送可能なシステムで
あって、分析試料の導入経路におけるメモリー効果の低減を前提としつつ、２以上の現場
から供給される分析試料を、１台又は少数台の分析装置で分析可能とした分析システムを
提供する。また、オンライン移送中において、移送中の配管との接触による分析試料の損
失や、汚染を生じにくい分析システムを提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　以上の背景において、本発明者等は、分析試料の移送経路にポンプや弁等のデッドボリ
ューム部分を有するものを用いない構成としつつ、複数の分析試料を分析する場合にも、
試料同士が混入しにくい分析システムについて鋭意検討した。
【００１５】
　また、上記検討においては、液体の分析試料を移送する場合のリスクを考慮し、その移
送方法として、現場から採取された液体の分析試料を一旦霧化し、霧状の分析試料をＩＣ
Ｐ分析装置又はＭＰ分析装置にオンライン移送する分析システムを基礎とすることとした
。霧状の試料であると、液体の試料に比べ移送速度を大きくすることができ、長い距離も
短時間で移送可能となる。このため、分析試料を長距離移送したい場合にも、適用可能で
あると考えた。その上で、オンライン移送した複数の分析試料を１台又は少数台の分析装
置（ＩＣＰ分析装置又はＭＰ分析装置）で分析するに際し、分析試料同士の混入を防止す
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ることにつき鋭意検討を行った。
【００１６】
　以上の検討に基づく本発明は、分析試料を霧化するネブライザー、霧化した分析試料を
粒径により選別するスプレーチャンバー、及び、スプレーチャンバーからプラズマトーチ
まで分析試料をオンライン移送する試料移送経路からなる試料別移送手段と、オンライン
移送した分析試料をプラズマ炎中に送り込むプラズマトーチ、及び、誘導結合プラズマ若
しくはマイクロ波プラズマを利用した分析装置からなる共通分析手段と、を備えた分析シ
ステムであって、２以上の試料別移送手段を備えるとともに、試料別移送手段の各試料移
送経路が、共通分析手段のプラズマトーチと接続しており、各試料移送経路には、スプレ
ーチャンバーからプラズマトーチまで分析試料を移送するメイン流路と、メイン流路にメ
イクアップガスを供給するメイクアップガス供給路と、メイクアップガス供給路とスプレ
ーチャンバーとの間に設けられ、メイクアップガス及び／又は分析試料をメイン流路から
排出するドレイン流路と、を有し、メイン流路は、分析試料の移送経路にポンプ及び弁を
有しない構成となっており、プラズマトーチは、霧化した分析試料を導入する試料導入管
を有し、ドレイン流路の内径（Ｄｄ）は、プラズマトーチの試料導入管の入り口部分の内
径（Ｄｔ）と同じ（Ｄｄ＝Ｄｔ）、又は、Ｄｔよりも大きい（Ｄｄ＞Ｄｔ）ことを特徴と
する分析システムに関する。
【００１７】
　上記本発明によれば、弁やポンプ等を用いない構成を採用した場合にも、複数の分析試
料同士が混入しにくいものとなる。共通分析段階を実行中の試料移送経路と、実行してい
ない試料移送経路について、メイクアップガス供給量を調整することによっても、試料同
士の混入を抑制できる。
【００１８】
　また、本発明の分析システムは、分析試料の供給源ごとに試料別移送手段を設置し、霧
化した複数の分析試料を、別々の試料移送経路を通じて共通分析手段へとオンライン移送
するものである。霧状の分析試料は、０．５～１．５Ｌ／ｍｉｎ程度の流速で移送するこ
とが可能であり、供給源と分析装置の設置場所との間に、例えば１００ｍ程度の距離があ
る場合にも、分析試料を０．５～１．５Ｌ／分程度の速度で移送して分析することが可能
となる。これに対し、分析試料を液体状態のまま移送しようとする場合、配管内の圧力上
昇を考慮し、移送速度を数百分の１にしなければならなくなる。霧状(ガス状)の試料と液
体の試料では、一般に、密度が数百倍程度、異なることによる。
【００１９】
　以下、本発明の分析システムの各構成について、詳細に説明する。
【００２０】
　本発明の分析システムは、２以上の試料別移送手段を備えるものであり、試料別移送手
段は、ネブライザー、スプレーチャンバー、及び試料移送経路からなるものである。試料
別移送手段は、分析試料の供給源の数に合わせて、任意の数設置することができる。また
、各試料別移送手段に備えるネブライザーやスプレーチャンバーの種類は、同一のものと
してもよいし、移送する分析試料の種類に合わせて、適宜異なるものを選択してもよい。
【００２１】
　尚、以下の説明では、分析装置を１台有する分析システムについて詳細に説明するが、
分析装置を２台以上設置可能な現場においては、本発明の分析システムを複数設置し、試
料移送経路の数を増加させることで、オンライン移送可能な分析試料の数を簡便に増加さ
せることができる。
【００２２】
　試料別移送手段において、供給源から液体状態で供給される分析試料を霧化するネブラ
イザーは、同軸型（コンセントリック型）と直交型（クロスフロー型）のいずれも適用可
能であり、同軸型が好ましい。また、材質についても特に制限はなく、石英製、ＰＦＡ製
等の材質から、供給源における分析試料の性状に従って選別することが好ましい。
【００２３】
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　上記で霧化した分析試料を、粒径により選別するスプレーチャンバーは、霧の選別能力
が高いスコット型スプレーチャンバー、及びプラズマの導入が良好で感度の高いサイクロ
ン型スプレーチャンバーのいずれも適用可能である。材質も制限はなく、パイレックス（
登録商標）製、石英製、ポリプロピレン製、ＰＦＡ製等を適用することができ、供給源に
おける分析試料の性状に従い選別することが好ましい。
【００２４】
　霧化した試料を、さらに細かい粒径とすべく、試料別移送手段は脱溶媒装置を備えるこ
とが好ましい。この場合、上記したスプレーチャンバーは、脱溶媒装置内に配置される。
脱溶媒装置としては、スプレーチャンバーを加熱及び冷却する機構を設けたものが一般的
である。スプレーチャンバーを加熱することにより、分析試料中の溶媒が蒸発し、霧化し
た試料の粒径が小さくなり、分析対象となる試料成分を濃縮できる。脱溶媒装置により濃
縮した分析試料では、試料成分を沈降させることなく移送可能な距離が長くなり、例えば
、約０．５～１．５Ｌ／ｍｉｎの流速での移送が可能になる。
【００２５】
　スプレーチャンバーで選別された霧状の分析試料を分析装置へとオンライン移送する試
料移送経路は、メイン流路、メイクアップガス供給路、及びドレイン流路を有する。２以
上の分析試料をオンライン移送する各試料移送経路は、１つのプラズマトーチへと接続し
、複数の分析試料を１台の分析装置で分析することが可能となる。上述のとおり、メイン
流路は、ポンプや弁等を有しないため、メモリーの発生を防止し、分析試料同士の混入を
防止できる。メイン流路の長さは、供給源から分析装置までの距離に応じて任意の長さと
することができる。配管の内径（直径）は、例えば、約３～６ｍｍのものを適用できる。
【００２６】
　ドレイン流路は、メイクアップガス供給路とスプレーチャンバーとの間に設けられ、メ
イン流路を流れる分析試料やメイクアップガスを排出可能なものである。ドレイン流路は
、開閉可能な弁を有することが好ましい。本発明の分析システムは、２以上の試料別移送
手段と、１の共通分析手段とからなるところ、１台の分析装置で複数の分析試料を順次分
析可能とすべく、プラズマトーチに対し、順次、異なる分析試料を供給可能な構成とされ
る。すなわち、本発明の分析システムによる分析に際しては、２以上の試料移送経路のう
ち、１の試料移送経路からプラズマトーチに分析試料が供給されている間、残りの分析試
料をプラズマトーチに導入することなく、経路外に排出可能な機構が必要になる。そこで
、本発明の分析システムでは、プラズマトーチへの供給状況に応じて、分析試料及びメイ
クアップガスを排出すべく、各試料移送経路にドレイン流路を設置している。ドレイン流
路は、１以上の試料移送経路について、流路空間を縮小する絞り部を有することも好まし
い。絞り部を設けた場合、後述する、分析試料同士の混入を防止しやすい傾向となる。
【００２７】
　メイクアップガス供給路は、２以上の試料移送経路において各メイン流路に対し、適宜
のメイクアップガスを供給するものである。メイクアップガスは、通常のＩＣＰ分析等と
同様、プラズマトーチに導入する分析試料を最適な感度に調整すべく、メイクアップガス
供給により分析試料の濃度を調整するために用いられるとともに、以下で詳述するように
、分析試料同士の混入を防止するためにも機能し得る。配管の内径（直径）は、約１．５
～４ｍｍが好ましい。そして、メイクアップガスとして、アルゴンガス又はアルゴンガス
と酸素の混合ガスを供給可能な構成とする。
【００２８】
　以上の試料別移送手段は、分析試料の供給源の数に対応して複数設けられるのに対し、
共通分析手段は、本発明の分析システムにおいて１つのみ設けられる。共通分析手段は、
１のプラズマトーチと、１台の分析装置からなる。各試料移送経路がプラズマトーチへと
接続しており、試料別移送手段から共通分析手段へと分析試料が移送可能となる。
【００２９】
　共通分析手段におけるプラズマトーチは、霧化した分析試料とメイクアップガスとを導
入する試料導入管を有する。プラズマトーチは、３重管又は４重管等の一般に知られてい
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るものを適用可能であり、一体型トーチ、トーチインジェクター部を分離できる分離型ト
ーチ（デマウンタブルトーチ）のいずれも適用できる。一般的な形状は、略中心に設けら
れた試料導入管の周囲に、プラズマ形成用のガス管、冷却用のガス管等が備えられる。メ
イン流路と接続する試料導入管は、プラズマを導入する出口付近における内径が約１．０
～２．５ｍｍのものが一般的である。出口付近の内径が小さいことにより、プラズマを効
率的に導入することが可能になる。
【００３０】
　以上のプラズマトーチは、誘導結合プラズマを利用した分析装置（ＩＣＰ分析装置）、
又はマイクロ波プラズマを利用した分析装置（ＭＰ分析装置）へと接続し、分析試料の分
析が可能となる。ＩＣＰ分析装置としては、誘導結合プラズマ質量分析装置又は誘導結合
プラズマ発光分光分析装置を適用することができ、好ましくは誘導結合プラズマ質量分析
装置である。また、マイクロ波プラズマ分析装置としては、マイクロ波プラズマ原子発光
分光分析装置（ＭＰ－ＡＥＳ）が適用できる。ＩＣＰ分析装置やＭＰ分析装置について、
特に構成等は限定されず、任意のものを適用できる。
【００３１】
　ここで、上記のとおり本発明の分析システムは、１つのプラズマトーチに対し、順次、
異なる分析試料を供給可能とするものであるため、試料移送経路の分析試料について、分
析中の試料はプラズマトーチへと流動しやすいものとしつつ、分析しない試料はプラズマ
トーチとは逆のドレイン流路側に流動することが望ましい。プラズマトーチ周辺における
、分析試料同士の混合を防止するためである。ここで、前述のとおり本発明は、分析試料
の移送経路において、メモリー発生の要因となるポンプ等の使用を排除するものであり、
プラズマトーチ側への積極的な流動を発生させることは難しい。このような観点のもと、
本発明の分析システムでは、以下のとおり、分析試料のプラズマトーチ側への流動と、ド
レイン流路への流動とを調整すべく、両者の関係を規定することとした。
【００３２】
　具体的には、本発明の分析システムでは、プラズマトーチの試料導入管のプラズマ導入
管付近の内径（Ｄｔ）に対し、ドレイン流路の内径（Ｄｄ）を、同等以上の大きさにする
ものである。上記構成によれば、メイン流路を流動する分析試料やメイクアップガスは、
配管抵抗の高いプラズマトーチの試料導入管方向よりも、配管抵抗の低いドレイン流路へ
と流動しやすい傾向となる。他方、プラズマトーチに供給しない試料は、積極的にドレイ
ン流路へと流動しやすい傾向となり、分析試料同士の混入を防ぎやすい。
【００３３】
　以上の分析システムにより、分析試料をオンライン移送して分析結果を得ることが可能
になるが、分析試料の種類によっては、希釈や標準試料の添加等の分析試料に対する事前
処理を要する場合がある。このうち、標準試料の添加について、本発明の分析システムで
は、ネブライザーによる霧化前の分析試料に、標準試料を添加する標準試料添加装置を有
することが好ましい。かかる標準試料添加装置により、一定量の分析試料に対し、一定量
の既知濃度の標準試料を添加することで、後述する標準添加法による分析試料の定量が可
能となる。ここで、標準試料添加装置は、メイン流路と同様に、分析試料を定量する流路
に、デッドボリュームにメモリーを生じ得るポンプや弁等を有しない構成とすることが好
ましい。
【００３４】
　また、本発明の分析システムには、ネブライザーによる霧化前の分析試料を希釈する試
料希釈手段を備えることも可能である。試料希釈手段としては、任意の構成のものを適用
できるが、デッドボリュームにメモリーを生じ得るポンプや弁等を有しない構成とするこ
とが好ましい。
【００３５】
　以上説明した本発明の分析システムは、以下の分析方法に適用できる。すなわち、分析
試料をネブライザーで霧化し、霧化した分析試料をスプレーチャンバーで粒径により選別
した後、スプレーチャンバーからプラズマトーチまで試料移送経路により分析試料をオン
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ライン移送する試料別移送段階と、オンライン移送した分析試料をプラズマトーチにより
プラズマ炎中に送り込み、前記分析試料を分析装置により誘導結合プラズマ分析又はマイ
クロ波プラズマ分析する共通分析段階と、からなる分析方法であって、試料別移送段階で
は、２以上の試料移送経路より、それぞれ分析試料をオンライン移送した後、いずれか１
の分析試料をプラズマトーチに送液し、各分析試料を交互に共通分析段階に供するもので
あり、オンライン移送は、スプレーチャンバーからプラズマトーチまで、メイン流路によ
り分析試料を移送するものであり、メイン流路に対し、メイクアップガス供給路を通じて
メイクアップガスを供給するとともに、ドレイン流路よりメイクアップガス及び／又は分
析試料を排出し、共通分析段階を実行中の分析試料の試料移送経路をアクション経路、共
通分析段階を実行していない分析試料の試料移送経路をスタンバイ経路とした場合におい
て、スタンバイ経路には、メイクアップガス供給路とプラズマトーチ側の経路端部との間
に、メイクアップガスのみ供給されるようにすることを特徴とする分析方法に適用できる
。
【００３６】
　上記の通り、本発明の分析方法は、プラズマトーチに送液する共通分析手段を実行して
いない分析試料の試料移送経路（スタンバイ経路）について、プラズマトーチ側をメイク
アップガスのみが供給される状態とすることにより、分析したい分析試料（アクション経
路の分析試料）のみがプラズマトーチに流動しやすいものとする。具体的には、スタンバ
イ経路の、メイクアップガス供給路とプラズマトーチ側の経路端部（スタンバイ経路とア
クション経路との合流地点）との間に、メイクアップガスのみ供給されるものとし、スタ
ンバイ経路の分析試料が供給されないものとする。スタンバイ経路及びアクション経路の
メイクアップガス供給量を適宜調整することにより、スタンバイ経路のメイクアップガス
流動を上記のように供給できる。
【００３７】
　ここで、本発明の分析方法において、上記のようなメイクアップガスの供給により、分
析試料同士の混入を防止できることについて説明する。本発明の分析方法では、アクショ
ン経路の分析試料と、アクション経路のメイクアップガスとが合わさってプラズマトーチ
に供給される。このとき、スタンバイ経路のメイクアップガスは、その一部がプラズマト
ーチ側に供給されるとともに、大部分が試料供給源側に流動し、ドレイン流路より排出さ
れる。スタンバイ経路では、このように、メイクアップガス供給路からドレイン流路へと
メイクアップガスが流動することとなる。よって、スタンバイ経路の分析試料は、ドレイ
ン流路より排出され、メイクアップガス供給路側へは流動しないものとなる。
【００３８】
　さらに、本発明の分析方法では、上述したドレイン流路の内径（Ｄｄ）が、プラズマト
ーチの試料導入管の入り口部分の内径（Ｄｔ）と同じ（Ｄｄ＝Ｄｔ）、又は、Ｄｔよりも
大きい（Ｄｄ＞Ｄｔ）分析システムを適用した場合、更に上記メイクアップガス流動とな
るように制御しやすい。圧力の低いドレイン流路側へとメイクアップガスが流動しやすく
なり、上記のとおり分析試料同士の混入防止を実現しやすいものとなる。
【００３９】
　また、本発明の分析方法では、ネブライザーによる霧化前の分析試料に、標準試料を添
加することも好ましく、標準試料は標準添加法により添加することが好ましい。標準添加
法では、元素濃度等が未知である、一定量の分析試料に対し、異なる量の標準試料を添加
した検量線用の試料を作成し、添加した標準試料濃度と分析装置の信号強度との関係から
、元素濃度等の定量を行うもので、分析装置等の感度変化を補正し、正確な分析結果を得
ることが可能となる。尚、標準添加法に対し、分析装置等の感度変化を補正する方法とし
ては、内標準法も知られているが、これは測定元素と似通っており、かつ、測定対象外の
分離測定可能な内標準物質を標準試料及び未知試料に添加し、内標準物質と標準試料の信
号強度比と濃度との検量線を作成するものであり、オンライン供給される分析試料の分析
には適用しにくい。
【発明の効果】
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【００４０】
　本発明の分析システムでは、霧化した分析試料をオンライン移送して得られた分析結果
に応じて、迅速な現場対応を実現できる。また、２以上の供給源から供給される分析試料
を１台の分析装置で分析するため、ＩＣＰ分析装置又はＭＰ分析装置を備える分析システ
ムとして適用しやすい。また、移送経路において、複数の分析試料同士が混入しにくく、
正確な分析結果を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】従来の試料溶液の導入例を示す概要図。
【図２】実施形態における分析システムの概要図。
【図３】実施形態における分析方法を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　以下、本発明の実施形態について説明する。
【００４３】
　異なる３箇所からサンプリングした分析試料を、図２に示す分析システムでオンライン
移送し、ＩＣＰ分析装置により分析した。この分析システムは、下記に示す３種類の試料
溶液Ｓを、それぞれ独立したネブライザーＮ、スプレーチャンバーＣ、及び試料移送経路
を経て、共通するプラズマトーチＰへと送液可能になっている。各試料移送経路は、ドレ
インＤ及びメイクアップガスＭの経路を備えている。ドレイン流路の内径（Ｄｄ）は、プ
ラズマトーチの試料導入管のプラズマ導入側付近の内径（Ｄｔ）に対しＤｄ＞Ｄｔである
。また、ドレイン流路は、絞り部を有している。
【００４４】
　試料溶液Ｓは、試料１を１ｐｐｂ　Ｒｈ溶液、試料２を１ｐｐｂ　Ｙ溶液、試料３を１
ｐｐｂ　Ｉｎ溶液とした。これら試料溶液Ｓについて分析を行った。図３（ａ）、（ｂ）
に、アクション経路Ｌａとスタンバイ経路Ｌｓを切り換えた場合の概略図を示す。共通分
析手段を実行していない分析試料の試料移送経路（スタンバイ経路Ｌｓ）について、メイ
クアップガス供給路とプラズマトーチ側の経路端部（スタンバイ経路とアクション経路と
の合流地点Ｊ）との間Ｉｓに、メイクアップガスのみ供給されるものとし、スタンバイ経
路Ｌｓの分析試料が供給されないものとして分析した。以上の方法で、分析試料を切り換
えた際、信号安定に要する時間を測定した。
【００４５】
　以上の結果、上記分析システムにより、３種類の分析試料を切り換えながら測定した場
合、切り替え後１５秒以内に、信号が１ｐｐｂから１０ｐｐｔ以下に下がり、その後１５
秒程度で、切り替え後の試料の信号が１ｐｐｂに安定した。このように、以上の分析シス
テムによれば、複数種類の分析試料の供給を、短時間で切り替え、１つの分析装置で分析
することが可能になる。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明の分析システムは、各種工場における品質管理や、河川等の環境分析において、
微量元素をオンライン分析する場合に好適である。特に、２以上の供給源から供給される
分析試料を１台の分析装置で分析することが可能で、ＩＣＰ分析やＭＰ分析による微量元
素分析に好適である。
【符号の説明】
【００４７】
Ｓ　試料溶液
Ｎ　ネブライザー
Ｃ　スプレーチャンバー
Ｐ　プラズマトーチ
Ｄ　ドレイン
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Ａｒ　アルゴンガス
Ｍ　メイクアップガス
Ｌａ　アクション経路
Ｌｓ　スタンバイ経路
Ｊ　合流地点
【要約】
【課題】本発明は、分析試料をオンライン移送可能としつつ、迅速に分析結果を得ること
のできる分析システムに関する。また、２以上の現場から供給される分析試料について、
１台の分析装置で分析可能としつつ、ネブライザーやスプレーチャンバー等の洗浄工程を
要しない分析システムを提供する。
【解決手段】本発明は、２以上の試料別移送手段を備えるとともに、試料別移送手段の各
試料移送経路が、誘導結合プラズマ若しくはマイクロ波プラズマを利用した分析装置から
なる共通分析手段のプラズマトーチと接続しており、各試料移送経路には、メイン流路と
メイクアップガス供給路とドレイン流路とを有し、プラズマトーチは、略中央に霧化した
分析試料を導入する試料導入管を有し、ドレイン流路の内径は、プラズマトーチの試料導
入管の入り口部分の内径と同等以上である分析システムに関する。
【選択図】図２

【図１】

【図２】

【図３】
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